
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
五

十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
等

（
第
二
条
）

第

三

章

　

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
高
齢
者
向
け
の
優

良
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
等
（
第
三
条

―

第
三
十
条
）

第
四
章
　
終
身
建
物
賃
貸
借
（
第
三
十
一
条―
第
四
十

条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
四
十
一
条
・
第
四
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
　
耐
火
構
造
の
住
宅
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
住
宅
を
い
う
。

二
　
準
耐
火
構
造
の
住
宅
　
耐
火
構
造
の
住
宅
以
外
の

住
宅
で
、
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し

く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
耐
火
性
能
を
有
す
る
構
造
の
住
宅
と
し
て
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
外
壁
及
び
軒
裏
が
、
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
防
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
屋
根
が
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
六
条
の
二

の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
天
井
及
び
壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分
が
、
通
常

の
火
災
時
の
加
熱
に
十
五
分
間
以
上
耐
え
る
性
能

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅

の
各
部
分
が
、
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
で
あ
る

こ
と
。

三
　
所
得
　
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
過
去
一
年
間

に
お
け
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
編
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例

に
準
じ
て
算
出
し
た
所
得
金
額
（
給
与
所
得
者
が
就

職
後
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
等
そ
の
額
を
そ
の
者

の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
認
定

し
た
額
（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下

「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢

者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
各
号
に
規
定

す
る
基
準
に
適
合
す
る
賃
貸
住
宅
に
係
る
入
居
者
及

び
同
居
す
る
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、
機
構
が

認
定
し
た
額
と
す
る
。
）
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
か
ら
次
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
を
十
二
で
除
し
た
額
を
い
う
。

イ
　
入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法
第
三
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
」

と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
給
与
所
得
等
を
有
す
る
者
一
人
に
つ
き
十
万
円

（
そ
の
者
の
給
与
所
得
等
の
金
額
の
合
計
額
が
十

万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
額
）

ロ
　
同
居
す
る
者
又
は
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第

三
十
三
号
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
と
い

う
。
）
若
し
く
は
同
項
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る

扶
養
親
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
扶
養
親

族
」
と
い
う
。
）
で
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
以

外
の
も
の
一
人
に
つ
き
三
十
八
万
円

ハ
　
同
一
生
計
配
偶
者
が
七
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る

場
合
又
は
扶
養
親
族
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項

第
三
十
四
号
の
四
に
規
定
す
る
老
人
扶
養
親
族
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
老

人
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
十
万
円

ニ
　
扶
養
親
族
が
十
六
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き

二
十
五
万
円

ホ
　
入
居
者
又
は
ロ
に
規
定
す
る
者
に
所
得
税
法
第

二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
障
害
者
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
障
害
者
一
人
に
つ
き
二
十

七
万
円
（
そ
の
者
が
同
項
第
二
十
九
号
に
規
定
す

る
特
別
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
四
十
万
円
）

ヘ
　
入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一

項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
寡
婦
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
寡
婦
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円
（
そ
の

者
の
所
得
金
額
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る

金
額
を
控
除
し
た
残
額
が
二
十
七
万
円
未
満
で
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）

ト
　
入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一

項
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
ひ
と
り
親
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
ひ
と
り
親
一
人
に
つ
き
三
十
五
万

円
（
そ
の
者
の
所
得
金
額
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
り

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
が
三
十
五
万
円

未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）

第
二
章
　
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計

画
等

（
法
第
四
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
四
項
（
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
す
る
。

一
　
住
戸
内
の
床
は
、
原
則
と
し
て
段
差
の
な
い
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
住
戸
内
の
主
た
る
廊
下
の
幅
は
七
十
八
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
（
柱
の
存
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
七
十
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
し
、
住
戸
内
の
主
た
る

居
室
の
出
入
口
の
幅
は
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
住
戸
内
の
浴
室
及
び
階
段
に
は
、
手
す
り
を
設
け

る
こ
と
。

２
　
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
難
い
部
分
の
あ
る
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造

及
び
設
備
で
あ
っ
て
、
同
項
の
基
準
に
該
当
す
る
加
齢

対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
と
同
等
以
上
の
性

能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
土

交
通
大
臣
は
、
同
項
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
　
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
高
齢
者
向
け

の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
等

（
規
模
及
び
設
備
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
規
模
及
び
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
各
戸
が
床
面
積
（
共
同
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
共
用

部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
第
十
七
条
第
一
号
及
び
第

三
十
三
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
二
十
五
平
方

メ
ー
ト
ル
（
居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
住
宅
の

部
分
が
高
齢
者
が
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
十
分
な

面
積
を
有
す
る
場
合
（
以
下
「
共
同
利
用
の
場
合
」

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）

以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
賃
貸
住
宅
の
所
在
す

る
市
町
村
が
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で

別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
規
模
、
賃
貸
住

宅
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
都
道
府
県
高
齢
者
居
住

安
定
確
保
計
画
で
別
に
定
め
る
場
合
（
賃
貸
住
宅
の

所
在
す
る
市
町
村
が
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保

計
画
を
定
め
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は

そ
の
規
模
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
原
則
と
し
て
、
各
戸
が
台
所
、
水
洗
便
所
、
収
納

設
備
、
洗
面
設
備
及
び
浴
室
（
以
下
「
台
所
等
」
と

い
う
。
）
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
適
切
な
台

所
、
収
納
設
備
又
は
浴
室
を
備
え
る
こ
と
に
よ
り
、

各
戸
に
備
え
る
場
合
と
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確

保
さ
れ
る
場
合
（
以
下
「
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が

確
保
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
各

戸
が
台
所
、
収
納
設
備
又
は
浴
室
を
備
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に

準
ず
る
基
準
）

第
四
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
既
存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物
の

改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
、
第
十
八
条
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た

公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
等
を
改
良
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
計

画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
八
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
賃
貸
住
宅
の
整
備
が
行
わ
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ

り
、
第
三
十
四
条
第
一
項
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す

る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
加
齢
対
応
構
造

等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
床
は
、
原
則
と
し
て
段
差
の
な
い
構
造
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
　
住
戸
内
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各
式
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｔ≧

１
９
．
５

Ｒ
／
Ｔ≦

２
２
／
２
１

５
５≦

Ｔ
＋
２
Ｒ≦

６
５

（
Ｔ
及
び
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

Ｔ
　
踏
面
の
寸
法
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

Ｒ
　
け
あ
げ
の
寸
法
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
）

三
　
主
た
る
共
用
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各

式
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｔ≧

２
４

1



５
５≦

Ｔ
＋
２
Ｒ≦

６
５

四
　
便
所
、
浴
室
及
び
住
戸
内
の
階
段
に
は
、
手
す
り

を
設
け
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。

（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
）

第
五
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
六
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
同
居
す
る
者
が
な
い
者
（
身
体
上
又
は
精
神
上

著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要

と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
同
居
す
る
者
が
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
事
実
上
夫
婦
と
同
様
の
関
係
に
あ
る

も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
六
十
歳
以
上
の
親

族
（
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
地
方

公
共
団
体
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け

の
優
良
な
賃
貸
住
宅
に
あ
っ
て
は
当
該
地
方
公
共

団
体
の
長
、
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
方

公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
い
て
機
構
又
は
地
方
住

宅
供
給
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
が
整

備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸

住
宅
に
あ
っ
て
は
当
該
要
請
を
し
た
地
方
公
共
団

体
の
長
が
入
居
者
が
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
当
該
入
居
者
と
同
居

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
者
で
あ
る

こ
と
。

（
入
居
者
の
募
集
及
び
選
定
の
方
法
並
び
に
賃
貸
の
条

件
に
関
す
る
基
準
）

第
六
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
入
居
者
の
募
集
方
法
）

第
七
条
　
地
方
公
共
団
体
又
は
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
い
て
高
齢
者
向
け

の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
整
備
及
び
管
理
を
行
う
機
構
若

し
く
は
公
社
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）

は
、
原
則
と
し
て
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
を
公
募
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
入
居
の
申
込
み
の
期

間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
一
週
間
前
に
、

新
聞
掲
載
、
掲
示
等
の
方
法
に
よ
り
広
告
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
は
、
棟
ご
と
に
又
は
団

地
ご
と
に
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
賃
貸
す
る
住
宅
が
法
第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
賃
貸
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

二
　
賃
貸
住
宅
の
所
在
地
、
戸
数
、
規
模
及
び
構
造

三
　
入
居
者
の
資
格

四
　
家
賃
そ
の
他
の
賃
貸
の
条
件

五
　
入
居
の
申
込
み
の
期
間
及
び
場
所

六
　
申
込
み
に
必
要
な
書
面
の
種
類

七
　
入
居
者
の
選
定
の
方
法

４
　
前
項
第
五
号
の
申
込
み
の
期
間
は
、
少
な
く
と
も
一

週
間
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
居
者
の
選
定
）

第
八
条
　
入
居
の
申
込
み
を
受
理
し
た
戸
数
が
賃
貸
住
宅

の
戸
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体

等
は
、
抽
選
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
入
居
者
を
選

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
居
者
の
選
定
の
特
例
）

第
九
条
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
特
に
居
住
の
安
定
を
図

る
必
要
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
募
集
ご
と
に

賃
貸
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
整

備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅

に
あ
っ
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
、
法
第
四
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
い
て

機
構
又
は
公
社
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け

の
優
良
な
賃
貸
住
宅
に
あ
っ
て
は
当
該
要
請
を
し
た
地

方
公
共
団
体
の
長
が
定
め
る
戸
数
の
住
宅
に
つ
い
て
、

前
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
居
者
を
選
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
賃
貸
借
契
約
の
解
除
）

第
十
条
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
入
居
者
が
不
正
の
行
為

に
よ
っ
て
賃
貸
住
宅
に
入
居
し
た
と
き
は
、
当
該
賃
貸

住
宅
に
係
る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
を
賃
貸

の
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
貸
条
件
の
制
限
）

第
十
一
条
　
地
方
公
共
団
体
等
は
、
毎
月
そ
の
月
分
の
家

賃
を
受
領
す
る
こ
と
、
終
身
に
わ
た
っ
て
受
領
す
べ
き

家
賃
の
全
部
又
は
一
部
を
前
払
金
と
し
て
一
括
し
て
受

領
す
る
こ
と
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
家
賃
の
三
月
分
を
超
え
な
い

額
の
敷
金
を
受
領
す
る
こ
と
を
除
く
ほ
か
、
賃
借
人
か

ら
権
利
金
、
謝
金
等
の
金
品
を
受
領
し
、
そ
の
他
賃
借

人
の
不
当
な
負
担
と
な
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件
と
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
は
、
賃
貸
住
宅
の

修
繕
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

（
令
第
五
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
所
得
の
基
準
）

第
十
三
条
　
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
所
得
の
基
準
は
、
十
五
万
八
千
円

（
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
五
万
八
千
円
を
超
え
二
十
一
万
四
千
円
以
下
の
範
囲

内
で
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
額
）
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
機
構
又
は
公
社
に
対
す
る
要
請
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
要
請
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
要
請
書
を
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
整
備
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
高
齢
者

向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
戸
数

二
　
そ
の
他
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
整
備

及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

（
令
第
六
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
五
条
　
令
第
六
条
第
二
号
の
共
同
住
宅
の
共
用
部
分

及
び
入
居
者
の
共
同
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
施
設
で
あ

っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
廊
下
及
び
階
段

二
　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル

三
　
特
殊
基
礎

四
　
立
体
的
遊
歩
道
及
び
人
工
地
盤
施
設

五
　
通
路

六
　
駐
車
場

七
　
児
童
遊
園
、
広
場
及
び
緑
地

八
　
機
械
室
及
び
管
理
事
務
所

九
　
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

十
　
避
難
設
備

十
一
　
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
並
び
に
監
視
装
置

十
二
　
避
雷
設
備
及
び
電
波
障
害
防
除
設
備

（
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
戸
数
）

第
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
戸
数
は
、
五
戸
と
す
る
。

（
規
模
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
規
模
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
各
戸
が
床
面
積
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
利

用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以

上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
賃
貸
住
宅
の
所
在
す
る

市
町
村
が
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
別

に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
規
模
、
賃
貸
住
宅

の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安

定
確
保
計
画
で
別
に
定
め
る
場
合
（
賃
貸
住
宅
の
所

在
す
る
市
町
村
が
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計

画
を
定
め
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
そ

の
規
模
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
耐
火
構
造
の
住
宅
又
は
準
耐
火
構
造
の
住
宅
（
防

火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
と
機
構
が
認
め
る
も

の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三
　
原
則
と
し
て
、
各
戸
が
台
所
等
を
備
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確

保
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
戸
が
台
所
、
収
納

設
備
又
は
浴
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に

準
ず
る
基
準
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
既
存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物

の
改
良
に
よ
り
賃
貸
住
宅
の
整
備
が
行
わ
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り
、
第
三
十

四
条
第
一
項
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
）

第
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
は
、
次
の
各
号
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
六
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
同
居
す
る
者
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
同
居
す
る
者
が
配
偶
者
、
六
十
歳
以
上
の
親
族

又
は
入
居
者
が
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の

他
特
別
の
事
情
に
よ
り
当
該
入
居
者
と
同
居
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
機
構
が
認
め
る
者
で
あ

る
こ
と
。

（
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
基

準
は
、
次
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

（
入
居
者
の
選
定
の
特
例
）

第
二
十
一
条
　
機
構
は
、
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要

が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
募
集
ご
と
に
賃
貸
し

2



よ
う
と
す
る
住
宅
の
う
ち
機
構
が
定
め
る
戸
数
の
住
宅

に
つ
い
て
、
次
条
及
び
第
二
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
入
居
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
入
居
者
の
募
集
方
法
）

第
二
十
二
条
　
機
構
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
入
居
者
を

選
定
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
入
居
者
を
公
募
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平

成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
号
）
第
二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
公
募
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
入
居
者
の
決
定
）

第
二
十
三
条
　
機
構
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
入
居
者
を

公
募
し
た
場
合
に
お
い
て
、
賃
借
り
の
申
込
み
を
し
た

者
の
申
込
戸
数
が
賃
貸
す
べ
き
賃
貸
住
宅
の
戸
数
を
超

え
る
と
き
は
、
抽
選
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
選
考

し
て
、
当
該
入
居
者
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
貸
借
契
約
の
解
除
）

第
二
十
四
条
　
機
構
は
、
入
居
者
が
不
正
の
行
為
に
よ
っ

て
賃
貸
住
宅
に
入
居
し
た
と
き
は
、
当
該
賃
貸
住
宅
に

係
る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
貸
住
宅
の
修
繕
）

第
二
十
五
条
　
機
構
は
、
賃
貸
住
宅
の
修
繕
を
計
画
的
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
等
に
係
る
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
に

つ
い
て
の
周
知
措
置
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
十
条
の
賃
貸
住
宅
が
加
齢
対
応
構

造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨

及
び
当
該
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の

内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
必
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
周
知
さ
せ
る
措
置
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
措
置
と
す

る
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
に
よ
り
必
要
事

項
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
登
録
の
申
請
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
、
入

居
者
の
決
定
ま
で
、
不
特
定
多
数
の
者
を
対
象
と
し

て
必
要
事
項
を
周
知
す
る
こ
と
。

（
法
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
は
、
次
の
各
号

の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
六
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
同
居
す
る
者
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
同
居
す
る
者
が
配
偶
者
、
六
十
歳
以
上
の
親
族

又
は
入
居
者
が
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の

他
特
別
の
事
情
に
よ
り
当
該
入
居
者
と
同
居
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
公
営
住
宅
の
事
業
主
体

（
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十

三
号
）
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
事
業
主
体

を
い
う
。
以
下
「
事
業
主
体
」
と
い
う
。
）
が
認

め
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
入
居
者
の
選
定
方
法
そ
の
他
の
公
営
住
宅
の
管
理
の

方
法
）

第
二
十
八
条
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
及
び
第
三
十
条
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
入
居
者
の
選
定
）

第
二
十
九
条
　
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
の
数
が
使
用
さ

せ
よ
う
と
す
る
公
営
住
宅
の
戸
数
を
超
え
る
場
合
に
お

い
て
は
、
事
業
主
体
は
、
抽
選
そ
の
他
公
正
な
方
法
に

よ
り
入
居
者
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
居
者
の
選
定
の
特
例
）

第
三
十
条
　
事
業
主
体
は
、
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必

要
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
回
の
募
集
ご
と
に
使
用

さ
せ
よ
う
と
す
る
公
営
住
宅
の
う
ち
事
業
主
体
が
定
め

る
戸
数
の
住
宅
に
つ
い
て
、
公
営
住
宅
法
第
二
十
二
条

及
び
前
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
居
者
を
選
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
終
身
建
物
賃
貸
借

（
事
業
認
可
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
一
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
賃
貸
住
宅
の
整
備
を
し
て
事
業
を
行
う
場
合
の
当

該
整
備
の
実
施
時
期

二
　
事
業
が
基
本
方
針
（
当
該
事
業
が
市
町
村
高
齢
者

居
住
安
定
確
保
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
の

区
域
内
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
基
本
方
針

及
び
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
、
当
該
事

業
が
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
が
定
め

ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
区
域
（
当
該
市
町
村
の
区

域
を
除
く
。
）
内
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計

画
）
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
旨

（
事
業
認
可
申
請
書
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
事
業
認
可
申
請

書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
と
す
る
。

２
　
事
業
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
可
に
係

る
賃
貸
住
宅
の
整
備
（
既
存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物

の
改
良
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
、
各
室

の
用
途
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
各
階
平
面
図

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

賃
貸
住
宅
の
規
模
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
間

取
図

三
　
賃
貸
住
宅
の
整
備
を
し
て
事
業
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
整
備
に
関
す
る
工
事
の
完
了
前
に
、

敷
金
を
受
領
せ
ず
、
か
つ
、
終
身
に
わ
た
っ
て
受
領

す
べ
き
家
賃
の
全
部
又
は
一
部
を
前
払
金
と
し
て
一

括
し
て
受
領
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四
　
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
認
可
の
申
請
者
に
係
る
本
人
確

認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人

確
認
情
報
を
い
う
。
）
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法

第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い

う
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
十

第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三

十
条
の
十
一
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
（
同
項
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
同
法
第
三
十
条

の
十
五
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の

者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
規
模
及
び
設
備
の
基
準
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
四
条
第
一
号
イ
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
規
模
及
び
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
各
戸
が
床
面
積
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
同
等
以

上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
を
賃
借
人
が
共
同
し
て
利
用
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
原
則
と
し
て
、
各
戸
が
台
所
等
を
備
え
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
等
以
上
の
居
住
環
境

が
確
保
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
戸
が
台

所
、
収
納
設
備
又
は
浴
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
　
居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
を
賃
借
人
が
共
同
し
て
利
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
床
は
、
原
則
と
し
て
段
差
の
な
い
構
造
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
　
主
た
る
廊
下
の
幅
は
、
七
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
柱
の
存
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
七
十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
主
た
る
居
室
の
出
入
口
の
幅
は
七
十
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
と
し
、
浴
室
の
出
入
口
の
幅
は
六
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
浴
室
の
短
辺
は
百
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
一
戸

建
て
の
住
宅
以
外
の
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物

内
の
住
宅
の
浴
室
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
）
以
上
と
し
、
そ
の
面
積
は
二
平
方
メ
ー
ト

ル
（
一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
住
宅
の
用
途
に
供
す

る
建
築
物
内
の
住
宅
の
浴
室
に
あ
っ
て
は
、
一
・
八

平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五
　
住
戸
内
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各
式
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｔ≧

１
９
．
５

（
Ｒ
／
Ｔ
）≦

（
２
２
／
２
１
）

５
５≦

Ｔ
＋
２
Ｒ≦

６
５

六
　
主
た
る
共
用
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各

式
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｔ≧

２
４

５
５≦

Ｔ
＋
２
Ｒ≦

６
５

七
　
便
所
、
浴
室
及
び
住
戸
内
の
階
段
に
は
、
手
す
り

を
設
け
る
こ
と
。

八
　
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
共
同
住
宅
の
用
途
に
供
す

る
建
築
物
に
は
、
原
則
と
し
て
当
該
建
築
物
の
出
入

口
の
あ
る
階
に
停
止
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す

る
こ
と
。

九
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。

２
　
都
道
府
県
知
事
（
機
構
又
は
都
道
府
県
が
終
身
賃
貸

事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
）

が
既
存
の
住
宅
に
係
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
事
業
の
認
可
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
四

条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
便
所
、
浴
室
及
び
住
戸
内
の
階
段
に
は
、
手
す
り

を
設
け
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。
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（
法
第
五
十
四
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

基
準
）

第
三
十
五
条
　
法
第
五
十
四
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
基
準
は
、
入
居
者
が
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て

賃
貸
住
宅
に
入
居
し
た
と
き
は
、
当
該
賃
貸
住
宅
に
係

る
賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件
と

す
る
こ
と
と
す
る
。

（
必
要
な
保
全
措
置
）

第
三
十
六
条
　
法
第
五
十
四
条
第
六
号
の
必
要
な
保
全
措

置
は
、
同
条
第
五
号
の
前
払
金
に
係
る
債
務
の
銀
行
に

よ
る
保
証
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
措
置
と

す
る
。

（
法
第
五
十
四
条
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

管
理
の
方
法
の
基
準
）

第
三
十
七
条
　
法
第
五
十
四
条
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
管
理
の
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
賃
貸
住
宅
の
修
繕
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
　
賃
貸
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
書
並
び
に
家
賃
及
び
敷

金
の
収
納
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
そ
の
他
の
賃

貸
住
宅
に
関
す
る
事
業
の
収
支
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
必
要
な
書
類
が
備
え
付
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
認
可
事
業
者
に
お
い
て
電
子
計
算
機

そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る

と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
同
号
の
書
類
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
定
め
る
事

項
）

第
三
十
八
条
　
都
道
府
県
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
従
い
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
が

定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
以
外
の
区
域
に
つ
い

て
、
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
、
第
三

十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
強
化

し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
九
条
　
市
町
村
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
従
い
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
、

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
を

強
化
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
）

第
四
十
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
賃
貸
住
宅
の
整
備
の
実
施
時

期
の
変
更
の
う
ち
、
整
備
の
着
手
又
は
完
了
の
予
定
年

月
日
の
六
月
以
内
の
変
更
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
一
条
　
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通

大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整

備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

一
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
を
す
る

こ
と
。

二
　
都
道
府
県
が
終
身
賃
貸
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条
第
一

項
、
法
第
五
十
四
条
か
ら
法
第
五
十
六
条
ま
で
、
法

第
五
十
八
条
第
一
項
、
法
第
六
十
五
条
、
法
第
六
十

六
条
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
法
第

六
十
八
条
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
法
第
七
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
四
十
二
条
　
こ
の
省
令
中
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属

す
る
事
務
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
二

百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中

核
市
」
と
い
う
。
）
が
終
身
賃
貸
事
業
者
で
あ
る
場
合

の
第
四
章
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
）
は
、
指
定
都

市
及
び
中
核
市
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中

核
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
等
」
と
い

う
。
）
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
省
令
中
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定

は
、
指
定
都
市
等
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都

市
等
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
八
月

五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
四
日
国
土
交
通

省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す

る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
八
日
国
土
交

通
省
令
第
一
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省

令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交

通
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
国
土
交
通

省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交

通
省
令
第
一
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
齢
者
の
居
住
の

安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
の
優
良

な
賃
貸
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
で
入
居
者
又
は
現
に

そ
の
者
と
同
居
し
て
い
る
者
に
老
年
者
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
現
に
同
条
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
の
優

良
な
賃
貸
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
の
高
齢
者
の
居
住

の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
に
規
定
す

る
所
得
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
一
条
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

て
行
う
ほ
か
、
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期

間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
老
年
者
一
人
に
つ
き
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
を
控
除
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省

令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
六
日
国
土
交
通

省
令
第
一
〇
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
三
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
五
条

第
二
号
ロ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
六
年
度
分
以
前
の
予
算
に
係
る
補
助
金
（
平

成
十
六
年
度
分
予
算
に
係
る
補
助
金
の
経
費
の
金
額
で

翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
を
受

け
て
整
備
す
る
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る

法
律
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸

住
宅
又
は
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第

一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第

一
項
の
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
七
日
国
土
交
通

省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
一
八
日
国
土
交
通

省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
一
年
八
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
章
中
第
二
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
三
条
（
見
出
し

を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
の
次
に
三
条
を

加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
法
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
五
月
十
九

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
二
六
日
国
土
交

通
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
一

月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交

通
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

4



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
齢
者
の
居
住
の

安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
の
優
良

な
賃
貸
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
の
高
齢
者
の
居
住
の

安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
に
規
定
す
る

所
得
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
一
条
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
一
二
日
国
土
交
通

省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
国
土
交
通

省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条

及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下

「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条
　
当
分
の
間
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同

法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い

う
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ

い
て
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
一
九
日
国
土
交
通

省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
二
日
国
土
交

通
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
四
日
国
土
交
通
省

令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
四
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
一
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
高
齢
者
の
居
住
の
安

定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
の
認
可
の
申
請
で

あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
都
道
府
県
知
事
に

よ
る
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通

省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
一
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省

令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
二
七
日
国
土
交
通
省

令
第
四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
法
第
十
七
条
及
び
第
四
十
四
条

の
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五
月
十

八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な

お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
（
第
３
２
条
関
係
）

別記様式(第32条関係) 

年  月  日 

   国土交通大臣 

   地方整備局長 

   北海道開発局長 殿 

   都道府県知事 

 認 可 申 請 者 住 所

又は主たる事務所の所在地

氏 名 又は 名 称 

 

事業認可申請書 

 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律第53条第1項の規定に基づき、同法第52条第1項の

事業について別紙のとおり認可を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

 1．認可申請者が独立行政法人都市再生機構である場合には国土交通大臣に、都道府県で

ある場合には地方整備局長又は北海道開発局長に、その他の場合には都道府県知事に申

請すること。 

 2．認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

5



別紙 

 

1．賃貸住宅の位置 

住居表示※ 
 

賃貸住宅に

関する権原 

1 所有権 

2 賃借権・使用貸借による権利 

  期間は 年 月 日から 年 月 日まで 

 ※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。 

 

2．賃貸住宅の戸数並びに規模並びに構造及び設備 

住宅戸数   認可申請対象戸数      戸 

詳細については、 

別添1 

(共同居住型賃貸住

宅の場合は別添2)の

とおり 

専用部分の

床面積※ 

   (最小)          m2 

   (最大)          m2 

設備 
 共同利用設備   □あり   □なし 

 □共同居住型賃貸住宅として使用 

加齢対応構造等  □認可基準に適合している 

 (注1)「共同利用設備」は、居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室及

び洗濯室のうち賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び

賃貸人)が共同して利用する設備をいう。 

 (注2)「共同居住型賃貸住宅」は、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっ

ては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供

する部分を有する賃貸住宅をいう。 

 ※認可申請対象戸数が1戸の場合には、「専用部分の床面積」は「(最小)」の欄に記載す

ること。 

 

3．賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項 

 次の者を終身建物賃貸借に係る賃借人とする。 

 (注)「賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項」における賃借人は、高齢者の居住の安定

確保に関する法律第52条第1項の規定に該当するものをいう。 

4．賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項 

賃貸の条件 
 

賃貸借契約の解除 
 

前払家賃の額         円 

上記前払家賃の

算定の基礎 

 

上記前払家賃に

対する保全措置 

 

 

5．賃貸住宅の管理の方法 

管理期間における

管理の方式 

1．賃貸住宅の管理の委託 

2．自ら管理 

賃貸住宅の修繕  

備付図書 
 

 

6．賃貸住宅の整備の実施時期 

整備の着手の予定年月日     年  月  日 

整備の完了の予定年月日     年  月  日 

 (注) 賃貸住宅の整備をして終身賃貸事業を行う場合以外は記載不要。 

 

7．事業が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである旨 

 

 (注1)「基本方針」は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条第2項に規定する基本

方針をいう。 

 (注2)「高齢者居住安定確保計画」は、事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められ

ている市町村の区域内のものである場合にあっては市町村高齢者居住安定確保計画、都

道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を

除く。)内のものである場合にあっては都道府県高齢者居住安定確保計画をいう。 

別添1 

賃貸住宅の規模及び設備等 

1．専用部分の規模及び設備等 

専用部分の

床面積(m2) 

設備※ 
住戸数 

(戸) 

住戸番号 

(該当するものをすべて

記載) 
完
備 

台
所 

便
所 

収
納 

洗
面 

浴
室 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 (注1) 住戸の規模及び設備のタイプ別にまとめて記載すること。 

 (注2) 「設備」欄の「完備」は、各戸に台所、便所、収納、洗面及び浴室の全てを備え

るものを表す。 

 ※有りの場合は○、無しの場合は×と記載すること。完備の場合は、「完備」を含め全

ての欄に○を記載すること。 

 

2．共同利用設備 

共同利用設備※ 

台所  

収納  

浴室  

 ※有りの場合は○、無しの場合は×を記載すること。 

別添2 

賃貸住宅の規模及び設備等(共同居住型賃貸住宅用) 

1．専用部分の規模及び設備等 

専用部分の

床面積(m2) 

設備※ 

住戸数 

(戸) 

住戸番号 

(該当するものをすべて

記載) 
完
備 

便
所 

洗
面 

浴
室 

台
所 

洗
濯
室 

         

         

         

         

         

 (注1) 住戸の規模及び設備のタイプ別にまとめて記載すること。 

 (注2) 「浴室」は、シャワー室を含む。 

 (注3) 「洗濯室」は、洗濯場を含む。 

 (注4) 「設備」欄の「完備」は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備

えるものを表す。 

 ※有りの場合は○、無しの場合は×と記載すること。完備の場合は、「完備」を含め全

ての欄に○を記載すること。 

 

2．共同利用設備等 

共同利用設備※1 整備箇所数 想定利用戸数(戸)※2 
想定利用戸数／

整備箇所数 

便所     

洗面     

浴室     

台所    

居間   

食堂   

洗濯室   

 ※1 有りの場合は○、無しの場合は×を記載すること。 

 ※2 「想定利用戸数」には、認可の対象としない住戸も含めること。 
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3．延べ床面積等 

全住戸数

(戸)※1 

賃貸住宅の所在する地方公共団体に

おける最低延べ床面積※2 

(基本：全住戸数×15＋10)(m2) 

賃貸住宅の延べ床面積(m2) 

※1   

   

 ※1 「全住戸数」と「賃貸住宅の延べ床面積」には、認可の対象としない住戸も含める

こと。 

 ※2 「賃貸住宅の所在する地方公共団体における最低延べ床面積」は、賃貸住宅の所在

する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定めている場合にあってはその

規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定めて

いる場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている

場合を除く。)にあってはその規模を記載すること。 
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